
Information

8Public Relations KOSA
February 2014

税

町税務課　TEL 096-234-1112（内線 115）　klg105@town.kosa.lg.jp

■
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う

　

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
本
町
に
住

ん
で
い
る
人
は
、
平
成
25
年
１
月
〜
12

月
の
収
入
に
つ
い
て
申

が
必
要
で
す
。

　

申

し
な
い
と
、
各
種
証

書
が
発

行
で
き
な
く
な
っ
た
り
、

民
健

保

険
税
の
軽

置
が
受
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
平
成
26
年
度
に
新
た
に
支

さ
れ

る

時
福
祉

付
金
の
対
象
と
な
る
か

ど
う
か
の

定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

■
申
告
相
談
で
の
注
意
事
項

準
備
す
る
も
の

・ 

印
か
ん

・ 

収
入
や
年
金
収
入
が
あ
る
場
合

は
、

収
票
ま
た
は

支

証

書

・ 

事
業
所

（

業
・
農
業
・
不
動
産
）

が
あ
る
場
合
は
、
収
支
計

を
し
て

い
る
収
支
内

書
な
ど

・ 

生
命
保
険
料

除
な
ど
を
受
け
る
場

合
は
、

除
証

書

・ 

害
者

除
を
受
け
る
場
合
は
、

害
者
手
帳
、

手
帳
、

害

者
保
健
福
祉
手
帳
、

害
者

除
対

象
者
認
定
書
な
ど

・ 

費

除
を
受
け
る
場
合
は
、

費
な
ど
の
領
収
書
ま
た
は
証

書

と
記
入
・
計

み
の

細
書

・ 

寄
附
金

除
を
受
け
る
場
合
は
、
証

書
や
領
収
書

・ 
所

税
の
振

納
税
お
よ
び

付
を

受
け
る
場
合
は
、
各
金
融
機
関
の
口

番
号
（
本
人
名

）
な
ど
の

え

と
、
そ
の
通
帳
に

し
て
い
る
印

か
ん

・ 

税
務
署
が
送
付
し
た
確
定
申

書
な
ど

　

株
や
土
地
の

、
住

入
金

別

除
、

費

除
の
申

を
す

る
人
は
、
事
前
に
町
税
務
課
ま
た
は
税

務
署
で

を
受
け
、
必
要
書

を
ご

の
上
、
申

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
町
税
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　

（
内
線
１
１
５
）

　

klg105@town.kosa.lg.jp

・
熊
本

税
務
署

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
９
‐
５
５
６
６

町・県民税、国保税の
申 告 の 時 期 で す

確 定 申 告 書 の 提 出 は お 早 め に

■町での 日 のお らせ ２月 17 日（月）～ 3 月 17 日（月）

●会 　町生涯学習センター研修室
● 付 　 午前９時～午前 11 時、午後１時～午後４時（日曜日は午前９時～午前 10 時 30 分、午後

１時～午後３時）

２月
行政区名

午前 午後

17 月 広瀬・西原・井戸江 上揚

18 火 谷内・本坂谷・堂ノ原・小鹿・安平

19 水 有安 岩下一・二区

20 木 西寒野

21 金 東寒野 仁田子

24 月 緑町 上豊内

25 火 横田 下豊内

26 水 大町 糸田

27 木 中早川・北早川 芝原

28 金 吉田 早川・南三箇

３月
行政区名

午前 午後

２ 日 平日に来ることができない人

３ 月 辺場・古閑・八丁・山出 田原・和田内

４ 火 船津

５ 水 津志田

６ 木 中山 麻生原・世持

７ 金 下田口 上田口

10 月 府領・北原

11 火 中横田

12 水 下横田

13 木 浅井 上早川五区

14 金 上早川四区 上早川二区

17 月 上早川三区 上早川一区

※ ２月 21 日（金）、28 日（金）、３月５日（水）は、税理士
も相談に応じます。株や土地の売買、消費税の申告や資産
税についてのご相談がある人はぜひご利用ください（受付
は午後３時まで）。

※内容によっては、税務署で申告していただくことがあります。

町での申告相談日程は２月 17日（月）～３月 17日（月）です。午前中は特に混雑が予想されますので、ご注意ください。
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町からのお知らせ　【２月】
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男
女
共
同
参
画

町総務課　TEL 096‒234‒1140（内線 241）　klg202@town.kosa.lg.jp

■
「
イ
ク
メ
ン
」
な
ど
の
皆
さ
ん
を

　
ご
紹
介

　

同
参
画
に
つ
い
て
も
っ
と

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、「
家
事

（
カ
ジ
ダ
ン
）」、「

（
イ
ク
ジ
イ
）」、

「
イ
ク
メ
ン
」
の
皆
さ
ん
を
ご

し

ま
す
。

■
子
ど
も
は
「
町
の
宝
物
」 

　
み
ん
な
で
育
児
に
取
り
組
も
う

　

「
イ
ク
メ
ン
」
と
い
う

が

行

に
選

れ
た
の
は
、
２
０
１
０
年
の

こ
と
。
そ
れ
以

、

に
参
加
す
る

性
は
年
々
増
加
し
、
今
で
は

し
く

な
く
な
り
ま
し
た
。
甲
佐
町
で
も
、
同

世
代
や

い
世
代
の
「
イ
ク
メ
ン
」
を

よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
今
、

事
も

も
全
力
で

や

う
と
い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
の
状

で

が
ん

り
す

て
、
生
活
に
も

が

で
き
ず
、
家

も

事
も
上
手
く
い
か

ず
、
そ
の
結
果
自
分
を

い
込
み
「
イ

ク
メ
ン

」
に
な
っ
て
し
ま
う
方
も
い

る
そ
う
で
す
。

　

は
、
家

と
地
域
の
方
々
が
一

に
な
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ

な
り

ま
せ
ん
。
今
、

な
ど
で

ん
で
い

る
方
に
分
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

皆
さ
ん
は
１
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

子
ど
も
を

か
っ
た
こ
と
や
、
自
分

と
い

い

な
方
た
ち
と
を
つ
な
い
で

く
れ
る
子
ど
も
た
ち
に
深
く
感

し
、

み
ん
な
で
子
ど
も
を

て
て
い
か
な
け

れ

と

う
今
日
こ
の
ご

で
す
。
な

な
ら
、
子
ど
も
は
「
町
の
宝
物
」
だ

か
ら

。（
甲

さ
ん
・

下

区
）

■
家
事
や
子
育
て
に
奮
闘
す
る
様
子

　
を
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い

　

性
の
皆
さ
ん
方
が
日
ご

の
家
事

や
子

て
に

さ
れ
て
い
る
様
子
を

ご

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

応

す
る
際
は
、

お
よ
び
子

て
に
つ
い
て
の
意
見
な
ど
を
町
総
務

課
ま
で
ご

出
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
務
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　

（
内
線
２
４
１
）

家事や子育てに奮闘する
男 性 を ご 紹 介 ③

自分を追い込まず、育児に取り組むことが大切

福
祉

町福祉課　TEL 096‒234‒1114( 内線 144)  klg205@town.kosa.lg.jp

　

時
福
祉

付
金
と
は
、
４
月
か
ら

の
消
費
税

引
き
上
げ
に

い
、
所

の
低
い
人
へ
の

を

し
て

定

的
、

時
的
に

付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

 

給
付
対
象
者

　

平
成
26
年
度
分
の
市
町
村
民
税
（

）
が
課
税
さ
れ
な
い
人

※ 

ご
自
身
を

し
て
い
る
人
が
課
税

さ
れ
る
場
合
や
、
生
活
保

度
の

被
保

者
と
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど

は
対
象
外
で
す
。

 

給
付
額

　

付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

※ 

付
対
象
者
の
う
ち
、
老
齢
基
礎
年

金
、

害
基
礎
年
金
、

族
基
礎
年

金
、

手
当
、

別

害
者

手
当
の
受

者
な
ど
に
対
し
て
は
、

５
，
０
０
０
円
が
加

さ
れ
ま
す
。

申
請
手
続
き

　

申

は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
の

基

日
現
在
で
住
民

さ
れ
て
い
る

市
町
村
と
な
り
ま
す
。

　

具
体
的
な
申

の
受
付
時

や
手
続

き
な
ど
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、

広
報

こ
う
さ

、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
す
る

定
で
す
。

■
臨
時
福
祉
給
付
金
詐
欺
に
注
意

　

時
福
祉

付
金
の
支

な
ど
に

際
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
お
願
い

す
る
こ
と
は

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・  

（

行
、
コ
ン

な
ど
に

設
置
し
て
い
る
現
金
自
動

機
）

の

作
の
お
願
い

・ 
付
の
た
め
の
手
数
料
の
振
込
み

・ 

世
帯

成
や
口

番
号
な
ど
の

人

情
報
の

会

　

を
自
分
で

作
し
て
、

人

か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と

は

対
に
で
き
ま
せ
ん
。

付
を

っ

た
振
り
込
め
詐
欺
や

人
情
報
の
詐
取

に
ご

意
く
だ
さ
い
。

　

市
町
村
や

生
労
働

の

員
な
ど

を
か
た
っ
た
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た

り
、

が
届
い
た
り
し
た
ら
、

わ

ず
警
察
に
ご
連

く
だ
さ
い
。

▼
ご
相
談
先

・
御
船
警
察
署

　

TEL
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

・
警
察
相
談
専
用
電
話

　

TEL

９
１
１
０

給 付 金 の お 問 い 合 わ せ は 町 福 祉 課 ま で

臨 時 福 祉 給 付 金
給 付 の お 知 ら せ
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